
障害者自立支援給付支払等システムに係るＱ＆Ａ

No 区　　分 質　　問 回　　答 備　　考

1
平成２７年度
報酬改定

インタフェース仕様書（都道府県編）　事業所異動連絡票情
報（サービス情報）　項番１３９「開所時間減算の有無」、項
番１４５「常勤看護職員等配置加算の有無」の項目が新たに
追加されているが、本項目は障害児施設から移行し、経過
措置により事業者指定を受けた障害者支援施設においては
算定できない報酬に係る項目だが、本項目の設定は必要
か。

「開所時間減算の有無」及び「常勤看護職員等配置加算の
有無」については、サービス種類が生活介護の場合、必ず
設定が必要な項目であるため、経過措置の事業所において
も設定が必要となる。
なお、経過措置の事業所の場合、本項目には「１：無し」を設
定することになる。

平成２７年３月１３日開催
合同担当者説明会

2
平成２７年度
報酬改定

インタフェース仕様書（都道府県編）　事業所異動連絡票情
報（サービス情報）　項番１４１「重度障害者（児）支援加算
（強度行動障害）の有無」の項目が新たに追加されている
が、サービス種類が生活介護及び施設入所支援の場合、本
項目は基準を満たして指定を受けた事業所においては算定
できない報酬に係る項目だが、本項目の設定は必要か。

「重度障害者（児）支援加算（強度行動障害）の有無」につい
ては、サービス種類が生活介護及び施設入所支援の場合、
必ず設定が必要な項目であるため、基準を満たして指定を
受けた事業所においても設定が必要となる。
なお、基準を満たして指定を受けた事業所の場合、本項目
には「１：無し」を設定することになる。

平成２７年３月１３日開催
合同担当者説明会

3
平成２７年度
報酬改定

宿泊型自立訓練の夜間支援等体制加算について、一つの
事業所において、複数の夜間支援従事者がサービス提供を
行い、夜間支援従事者によって対象利用者数が異なる場
合、事業所台帳（サービス情報）の「夜間支援等体制加算対
象利用者数」には、一つの区分の対象利用者数しか設定で
きないが、何を設定すればよいか。

対象利用者数がもっとも多い区分を設定いただきたい。
なお、この場合、支払等システムの点検では、設定されてい
ない区分の報酬の請求に対して、「警告（PB46：※受付：台
帳の夜間支援等体制加算対象利用者数と不一致の請求で
す）」となるため、市町村審査にて支払可否を確認いただき
たい。

平成２７年３月１３日開催
合同担当者説明会

4
平成２７年度
報酬改定

障害児サービスに係る地域区分について、平成２７年２月１
２日付「平成２７年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
骨子版」において、「上乗せ割合については、平成２７年度
から２９年度にかけて段階的に引き上げ（下げ）を行い、３０
年度から完全施行」と記載されているが、平成２８年度及び
平成２９年度の地域区分については、いつ示されるのか。

平成２８年度以降の地域区分については、各年度の予算編
成過程における検討を踏まえ、毎年度末までに提示する予
定である。

平成２７年３月１３日開催
合同担当者説明会
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5
平成２７年度
報酬改定

報酬改定において関係機関連携加算が創設されており、イ
ンタフェース仕様書（都道府県編）　障害児施設異動連絡票
情報（サービス情報）においても、項番７０「関係機関連携加
算の有無」の項目が新たに追加されているが、どのサービ
スでも当該項目は設定不要となっている。
インタフェース仕様書の記載誤りか。

当該加算については、当初、事業所からの体制届出を必要
とすることで検討していたが、その後の検討において、体制
の届出は不要としたため、システムにおいても設定は不要
である。 平成２７年３月１３日開催

合同担当者説明会

6 その他

地域移行加算は入所中1回、退所後1回を限度として算定で
きる加算となっているが、退所後に算定する場合、報酬告示
には退所後30日以内に相談援助を行った場合に加算する、
と規定されている。
この退所後30日以内とは、「退所した日を含んで30日以内」
と解釈してよいか。

お見込みのとおり。
なお、退所後算定が可能なその他加算（退所時特別支援加
算、自立生活支援加算（平成２７年４月以降の共同生活援
助のサービスで算定する場合））についても、同様である。 平成２７年３月１３日開催

合同担当者説明会

7
平成２７年度
報酬改定

平成２７年３月１７日付事務連絡「「福祉・ 介護職員処遇改
善加算 等に関する取扱い」の送付 について」の別添「福
祉・介護職員処遇改善加算等に関する取扱い」の６ページ、
「（２）キャリアパス要件等届出書等について」にて、これまで
の「定量的要件」という表現が「職場環境等要件」に変更さ
れている。
インタフェース仕様書（都道府県編）の事業所異動連絡票情
報（サービス情報）の項番１０３「福祉・介護職員処遇改善加
算キャリアパス区分」においては、「定量的要件」という表現
のままだが、平成27年4月以降は、「定量的要件」を「職場環
境等要件」に読み替えて使用すればよいか。

お見込みのとおり。
なお、障害児施設異動連絡票情報（サービス情報）の項番４
８「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」におい
ても、同様である。

平成２７年３月３０日付
事務連絡
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8
平成２７年度
報酬改定

平成２７年３月１３日開催の合同担当者説明会における資
料４「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」の４ページの
行動援護サービス費について、「支援計画シート等が未作
成の場合」の減算報酬が新たに追加されており、該当の報
酬に対して「※ 平成３０年３月３１日までの間は、支援計画
シート等が未作成の場合であっても減算を行わない。」と記
載されている。
平成２７年３月１３日付事務連絡「平成２７年４月施行に係る
介護給付費等単位数サービスコード（案）等の提示につい
て」の「【別紙】１ 介護給付費等単位数サービスコード（案）
（平成２７年４月施行版）」における行動援護サービスコード
表において、「支援計画シート等が未作成の場合」のサービ
スコードが新たに追加されており、合成単位数については通
常のサービスコードと同じ単位数となっている。
平成２７年４月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」
に該当する場合、どちらのサービスコードで請求してもよい
のか。

平成２７年４月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」
に該当する場合は、「支援計画シート等が未作成の場合」の
サービスコードで請求いただきたい。

平成２７年３月３０日付
事務連絡

9
平成２７年度
報酬改定

医療型障害児入所支援のサービスにおける有期有目的入
所の報酬について、入所期間（最初の90日まで、91日目以
降180日目まで、181日目以降）によって単価が分かれてい
るが、入所期間の考え方としては、以下の認識でよいか。

①平成２７年４月１日以降に有期有目的に係る支給決定を
受けた受給者について、平成２７年４月１日時点で前月より
継続して入所中の場合、支給決定の開始年月日を入所期
間の起算日と考えてよいか。

②サービス利用期間中に入院・外泊などで不在になる期間
があった場合、入所期間には入院・外泊などの期間も含ま
れると考えてよいか。

①有期有目的入所の報酬に係る入所期間の起算日として
は、入所を開始した年月日を起算日とする。
そのため、平成２７年４月１日時点で前月より入所中の受給
者の場合は、平成２７年３月以前の入所日が起算日となる。

②お見込みのとおり。

平成２７年３月３０日付
事務連絡

10 その他

平成２７年４月以降、欠席時対応加算のみ利用した日につ
いては、請求明細書における日数情報レコードの「利用日
数」には1日としてカウントしない取扱いとなるが、集計情報
レコードの「サービス利用日数」についても同様の扱いとな
るのか。

「サービス利用日数」については、これまで通り1日としてカ
ウントする。

平成２７年３月３０日付
事務連絡
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11 その他

平成２７年３月１３日付事務連絡「平成２７年４月施行に係る
介護給付費等単位数サービスコード（案）等の提示につい
て」の「【別紙】２－１ 請求サービスコードと決定サービス
コードの対応表（案） 障害者」にて、共同生活援助のサービ
スにおける、日中支援加算の請求サービスコード（３３５１１
０～３３５１１５）に対応する決定サービスコードに、新たに「３
３３０００」が追加されているが、どういう意図で追加されてい
るのか。

共同生活援助のサービスの日中支援加算について、留意
事項通知にて記載している「指定障害福祉サービス基準附
則第18条の２第１項又は第２項の適用を受ける利用者を除
く。」の算定要件について、指定障害福祉サービス基準附則
18条の２第１項又は第２項の適用を受ける利用者（「３３３０
００:共同生活援助重度障害者居宅介護利用対象者決定」を
受けた受給者）が、居宅介護等を利用しない日については、
当該利用者に対しても日中支援加算を算定可能となるよ
う、算定要件を見直すことに伴い、追加しているところであ
る。
なお、本見直しは、平成２７年４月サービス提供分以降につ
いて、適用されるものである。

平成２７年３月３０日付
事務連絡

12
平成２７年度
報酬改定

生活介護サービス等において開所時間による減算の区分
が追加され、事業所より都道府県等へ「開所時間減算の有
無」及び「開所時間減算区分」について届出することになっ
ている。
例えば、事業所の運営規定に定める営業時間として、特定
の日のみ開所時間減算の対象になる場合、（平日は６時間
以上開所している（開所時間減算対象外）が、土曜日のみ
開所時間が４時間以上６時間未満（開所時間減算対象）に
該当する場合等。）開所時間減算に係る届出はどのように
すればよいか。

開所時間減算の対象となる日が週1日等、特定の日のみで
ある場合も、「開所時間減算の有無」については、「有り」とし
て届出していただきたい。
なお、国保連合会での事務点検においては、例えば、「開所
時間減算の有無」が「有り」の生活介護の事業所から、開所
時間減算有り及び無しの両方のサービスコードで請求され
た場合、開所時間減算無しの請求に対して「警告（PB53：※
受付：開所時間減算の請求でありません）」となるため、市
町村審査にて支払可否を確認いただきたい。

新規

13
平成２７年度
報酬改定

送迎加算について生活介護サービス等においては、送迎加
算（Ⅰ）及び（Ⅱ）に報酬が細分化されたが、送迎加算（Ⅰ）
の届出をしている事業所において、当該月の利用状況等に
よっては、結果的に送迎加算（Ⅱ）の要件しか満たせない月
が生じた場合、送迎加算（Ⅱ）は算定可能か。
また、算定可能である場合、送迎加算に係る届出はどのよ
うにすればよいか。

算定可能である。
その場合、送迎加算（Ⅱ）として、体制の届出をし直していた
だくこととなる。

なお、変更の届出が間に合わず、「送迎加算（Ⅰ）」の届出を
している事業所から「送迎加算（Ⅱ）」が請求された場合、国
保連合会での事務点検においては、「警告（PB48 ※受付：
送迎加算の算定要件が一致しません）」となることに留意す
ること。

新規
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14
平成２７年度
報酬改定

日中支援加算（Ⅱ）の算定対象となる日中活動先として新た
に介護保険サービスの（介護予防）通所介護、（介護予防）
通所リハビリテーションが追加されている。
介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第三）における
「日中介護等支援加算欄（「指定事業所番号」等）」につい
て、日中活動先が介護保険サービスの場合、介護保険の指
定事業所番号等を記載するのか。

「日中介護等支援加算欄」は、日中活動先が障害福祉サー
ビスの事業所の場合に記載する欄であるため、日中活動先
が介護保険サービスの場合、記載する必要はない。

新規


